
一
議
題

１
法
律
の
政
令
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
つ
い
て
は
、
「
施
行

令
」
で
は
な
く
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
二
の
１
参
照
）
・

新
た
に
制
定
さ
れ
る
法
令
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
①
「
そ
れ
が
そ
の
法
令
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
呼
び

や
す
さ
と
い
う
要
請
」
と
②
「
そ
の
題
名
か
ら
内
容
を
一
応
推
察
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
内
容
を
誤
解
さ
せ
ず
、

他
と
の
紛
れ
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
」
の
二
つ
の
要
請
が
あ
る
と
こ
ろ
、
二
般

的
に
は
、
な
る
べ
く
簡
潔
な
表
現
を
と
る
方
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
べ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
（
二
の
６
参
照
）
・
当
該

委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
が
付
さ
れ
た
政
令
に
つ
い
て
は
、
②
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
の
委
任
事
項
を
表
現
す
る
た
め
に
、
簡
潔
な
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
少
な
く
な
い

と
こ
ろ
、
一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
で
あ
っ
て
も
、
①
に
重
点
を
置
い
て
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と

が
適
当
な
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
法
律
の
題
名
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
程
度
②
の
要
請
を
満
た
す
こ
と

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
一
号
関
係
資
料
〕

も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
題
名
を
「
施
行
令
」
と
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
つ
い
て

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
早
川
参
事
官
）
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二
資
料

２
－
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
中
に
は
、
題
名
に
制
定
の
根
拠
と
な
る
法
律
の
条
項
を
引
用
す
る
も
の
が
あ
る
と
こ

ろ
、
法
律
の
改
正
に
よ
る
条
項
の
移
動
に
伴
い
、
題
名
の
改
正
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
（
二
の
２
参
照
）
。
ま
た
、

後
記
３
の
と
お
り
、
別
の
委
任
事
項
の
追
加
に
伴
い
、
題
名
の
改
正
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
題
名
の
改
正
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
①
の
要
請
を
よ
り
満
た

す
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

３
制
定
時
に
は
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
の
み
定
め
る
政
令
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
別
の

委
任
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
題
名
が
「
施
行
令
」
に
改
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
（
二
の
３
参
照
）
・

他
方
、
他
の
委
任
事
項
が
な
い
た
め
に
、
例
え
ば
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
に
、
一
般
に
「
施
行
令
」
で
定

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
、
定
め
る
こ
と
が
あ
る
（
二
の
４
参
照
）
。

こ
の
よ
う
に
、
①
と
②
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
委
任
事
項
の
内
容
に
応
じ
て
判
断
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
の
委
任
事
項
に
限
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
り
一
律
に
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
委
任
事
項
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
一
の
委
任
事
項
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
①
に
重
点
を
置
い
て
、
「
施
行
令
」
と
の

ろ
、
委
任
事
項
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
一
の
委
任
事
項
で

ま
た
、
一
の
委
任
事
項
で
あ
っ
て
も
「
施
行
令
」
と
の
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
と
こ
ろ
（
二
の
５
参
照
）
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
。

題
名
を
付
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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１
－
（

〔
例
１
〕

の

○○
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
四
六
法
七
七
）

【
参
考
】

第
六
条
教
育
職
員
（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
を
正
規
の
勤
務
時
間
（
一

般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
・
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

２
（
略
）

一
項
（
同
条
第
一

一
・
二
（
略
）

附
則

（
平
一
五
政
四
八
四
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
の
例

を
超
え
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

へ

略
一
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〔
例
２
〕

○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
一
七
政
一
四
六
）

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
一
六
法
一
二
二
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

［
ｕ
ｈ
“
一
コ
イ
一
一
紀
宮
園
（
｜
｜
久
勿
フ
『
ロ

【
参
考
】

３
第
一
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
教
育
職
員
を
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て

ー
～
七
（
略
）

準
用
す
る
。

八
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
、
環
境
の
保
全
、

ｌ

公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他
の
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法
律
と
し
て
政

一
●
一
一附

一
～
四
百
五
十
二
（
略
）

附
則
（
略
）

令
で
定
め
る
も
の

へ

略
…

則
へ

略
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２
法
律
の
改
正
に
よ
る
条
項
の
移
動
に
伴
い
政
令
の
題
名
が
改
正
さ
れ
た
例

〔
例
３
〕

○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
一
五
政
四
八
七
）

（
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
法
人
を
定
め
る
政

○
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
｛

（
平
一
二
政
五
二
三
）
※
平
一
五
政
四
八
七
に
よ
る
改
正
後

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関

は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関

【
参
考
】

令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
公
益
法
，

る
政
令
（
平
成
‐

公
益
法
人

一
～
百
十
二
（
略
）

附
則
（
略
）

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

Ｉ
る
政
令

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め

等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
法
人
を
定
め

（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令

す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
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３
－
（

〔
例
４
〕
の

○
公
益
法
人
等
へ
の

（
職
員
の
派
遣
）

○
不
正
競
争
防
止
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

第
二
条
任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
・
）
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て

条
例
で
定
め
る
も
の
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
該
公
益
法
人
等
の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ

せ
る
た
め
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
（
条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き

２
～
４

一

一
一
一 る

。

四
（
略
）

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
別
の
委
任
事
項
が
追
加
さ
れ
た
例

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で

‐
政
令
で
定
め
る
も
の

●

一

一

へ

略
甦 三

へ

略

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
二
法
五
○
）

、

、

6－



【
参
考
】

す
る
。不
正
競
争
防
止
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
三
年

政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
○

本
則
第
一
項
中
「
不
正
競
争
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を

条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
）
」
を
付
し
、

る
政
令
（
平
三
○
政
二
五
二
）

内
閣
は
、
不
正
競
争
防
止
聖

不
正
競
争
防
止
法

●
Ｆ
ト
ー
一
彦

オ
’
た

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

分
析
の
方
法
（
生
産
方
法
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

し
、
又
は
分
析
す
る
役
務
の
提
供
と
す
る
。

の
評
価
又
は
分
析
の
方
法
（
生
産
方
法
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
評
価

（
技
術
上
の
秘
密
の
内
容
）

（
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
）

不
正
競
争
防
止
法
施
行
令

附

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

則 手
木
応
ア
同
］
』

且
祇
牟

へ

略
…

９
’
’
０

一
一
丁
当
唾
１
．

十
才
”
示
門
Ｊ
』

■
Ｆ
ト
ー
ー
シ

９
－
－
９

末
一
妄
聿
十
コ

「
法
」
に
改
め
、
本
則
を
第
三
条
と
し
、
同

同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

山
ノ
ヱ
》
坐
も

。
、
４
士
自
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○
不
正
競
争
防
止
法
（
平
五
法
四
七
）
※
平
二
七
法
五
四
に
よ
る
改
正
後

（
技
術
上
の
秘
密
を
取
得
し
た
者
の
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定
）

第
五
条
の
二
技
術
上
の
秘
密
（
生
産
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
・
）
に
つ
い
て
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
（
営
業
秘
密
を
取
得
す
る

行
為
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
が
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
よ

り
生
ず
る
物
の
生
産
そ
の
他
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
産
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
行

為
（
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
）
と
し
て
生
産
等
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
外
国
公
務
員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
（
略
）

２
前
項
に
お
い
て
「
外
国
公
務
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
．

一

一
一
一四

・
五
（
略
）

一
又
は
二
以
上
の
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
、
発
行
済
株
式
の
う
ち
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
総

数
若
し
く
は
出
資
の
金
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
当
該
株
式
の
数
若
し
く
は
出
資
の
金
額
を
直
接
に
所

有
さ
れ
、
又
は
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事
及
び
清
算
人
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
者
で
事
業
の
経
営

に
従
事
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
過
半
数
を
任
命
さ
れ
若
し
く
は
指
名
さ
れ
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ

の
事
業
の
遂
行
に
当
た
り
、
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
特
に
権
益
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
の
事
務

に
従
事
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

●

一

へ

略
一
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４
一
般
に
「
施
行
令
」
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
の
例

〔
例
５
〕

○
不
正
競
争
防
止
法
施
行
令
（
平
一
三
政
三
「

（
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
）

三
政
三
八

○
第
三
条
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
者
（
同
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
事
業
の
遂
行
に
当
た
り
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
特
に
権
益
を
付
与
さ
れ
て

い
る
も
の
の
事
務
に
従
事
す
る
者
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

第
一
条
質
屋
営
業
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、

本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。
た
だ
し
、

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
物
の
保
管
設
備
の
基
準
の
定
め
に
関
す
る
事
務
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

第
二
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
道
公
安
委
員
会

二
一
一
一
宝
型
星

（
権
限
の
委
任
）

（
聴
聞
の
実
施
手
続
）

附

則
へ

略
一

八
）
※
平
三
○
政
二
五
二
に
よ
る
改
正
後

ｑ
恥
悌
１
．
沈
耐

（
昭
四
七
政
三
八
五
）

道
警
察

同
法
第
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○
古
物
営
業
法
施
行
令
（
平
七
政
三
二
六
）

（
法
の
規
制
に
係
る
証
票
そ
の
他
の
物
）

【
参
考
】

第
一
条
（
略
）

第
三
条
（
略
）

第
二
条
（
略
）

第
四
条
法
又
は
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

二
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
道
公
安
委
員
会
が
定

め
る
手
続
に
従
う
も
の
と
す
る
。

が
定
め
る
手
続
に
従
う
も
の
と
す
る
。

附
則
（
略
）

一
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
事
務

（
電
子
情
報
処
理
組
織
及
び
競
り
の
方
法
）

（
法
の
規
制
の
除
外
に
係
る
大
型
機
械
類
）

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

附

則

（
略
）
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５
－
（

〔
例
６
〕

の

〔
例
７
〕

○
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

○
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
二
六
法
七
八
）

○
棚
田
地
域
振
興
法
施
行
令
（
令
元
政
七
六
）

【
参
考
】

第
九
条
特
定
市
町
村
は
、
認
定
農
業
者
団
体
等
に
対
し
、
認
定
事
業
（
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除

く
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
国
は
、
都
道
府
県
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
す
る
特
定
市
町
村
に
対
し
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
の
一
部

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
金
の
額
は
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一
以
内
と
す
る
。

附
則
（
略
）

を
補
助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
例

（
費
用
の
補
助
）

（
平
二
六
政
三
四
七
）
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６
参
考
文
献
抜
粋

○
「
新
訂
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
法
制
執
務
第
二
版
」
（
ぎ
よ
う
せ
い
）
一
四
七
ペ
ー
ジ

問
四
九
〔
題
名
の
付
け
方
〕
答
二
新
た
に
制
定
さ
れ
る
法
令
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
そ
の
法
令
に
固
有
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
呼
び
や
す
さ
と
い
う
要
請
と
、
そ
の
題
名
か
ら
内
容
を
一
応
推
察
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
内
容
を
誤
解
さ
せ
ず
、
他
と
の
紛
れ
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
と
が
あ

Ｊ

○
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
元
法
四
二
）

【
参
考
】

第
二
条
（
略
）

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
棚
田
地
域
」
と
は
、
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
棚
田
を
含
む
一
定
の
地
域
で
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

３
（
略
）

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
・

附
則
（
略
）

棚
田
地
域
振
興
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
一
日
に
お
け
る
市
町
村
の
区
域

で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
内
の
勾
配
が
二
十
分
の
一
以
上
の
土
地
に
あ
る
一
団
の
棚
田
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で

る
。 （

定
義
）
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○
「
法
令
用
語
辞
典
第
十
次
改
訂
版
」
（
学
陽
書
房
）
三
四
七
ペ
ー
ジ

施
行
令
１
）
一
般
的
に
は
、
法
律
に
附
属
し
、
そ
の
執
行
に
必
要
な
細
則
あ
る
い
は
そ
の
委
任
に
基
づ
く
規
定
等
を

主
た
る
内
容
と
す
る
命
令
を
い
う
・
し
た
が
っ
て
、
「
施
行
令
」
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
執
行
命
令
で
あ
る
も
の
と
、

委
任
命
令
で
あ
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
制
定
の
根
拠
は
、
結
局
、
命
令
制
定
の
根
拠
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
る
（
「
政

令
」
、
「
省
令
」
等
、
各
命
令
の
項
参
照
）
。
た
だ
、
例
え
ば
、
政
令
に
つ
い
て
は
、
憲
法
七
三
条
六
号
に
一
般
的
根

拠
が
あ
る
の
に
、
別
に
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
規
定
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
」
（
地
方
自
治
法

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
要
請
は
、
し
ば
し
ば
矛
盾
背
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
題
名
を
付
け
る
場
合
に
、
い

ず
れ
の
要
請
に
重
点
を
置
く
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
般
的
に
は
、
な

る
べ
く
簡
潔
な
表
現
を
と
る
方
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
法
令
に
よ
っ
て
は
、
次
の
例
に
示
す

よ
う
に
、
簡
潔
な
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
あ
る
い
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

な
お
、
題
名
を
簡
潔
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
幾
つ
か
の
事
項
を
内
容
と
す
る
法
令
に
お
い
て
は
、
そ
の
題
名
に

「
等
」
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
「
等
」
を
濫
用
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
等
」

■
例
■○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の

財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
八
号
）
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附
則
二
こ
と
い
う
よ
う
な
法
律
の
規
定
が
あ
る
の
は
、
そ
の
法
律
の
施
行
令
は
、
政
令
以
外
の
命
令
で
定
め
て
は

い
け
な
い
と
い
う
意
味
を
含
む
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

２
）
固
有
名
詞
的
に
は
、
上
記
の
内
容
を
も
つ
政
令
の
題
名
と
し
て
、
多
く
「
何
々
法
施
行
令
」
と
い
う
よ
う
に

用
い
ら
れ
る
。
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
政
令
で
あ
り
な
が
ら
、
「
何
々
法
施
行
規
程
」
（
例
ｌ
地
方

自
治
法
施
行
規
程
）
と
い
う
名
称
を
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
特
に
、
恒
久
的
事
項
を
定
め
た
施
行
令
に
対
し
、

主
と
し
て
経
過
的
規
定
を
内
容
と
す
る
施
行
令
を
区
別
す
る
た
め
に
、
多
く
付
さ
れ
る
題
名
で
あ
る
。
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○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
一
号
関
係
議
事
要
旨
〕

１
法
律
の
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
つ
つ
、
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
見

が
優
勢
で
あ
っ
た
。
他
方
、
検
索
の
容
易
性
等
を
理
由
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
積
極
的
に
付
す
る
べ
き
と
の
意
見
も

２
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
は
、
最
終
的
に
は
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ

ー
ス
の
判
断
と
な
る
も
の
の
、
考
盧
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。

〈
二
例
え
ば
、
法
律
の
対
象
と
な
る
概
念
を
定
義
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
中
心
的
な
事
項
を
定
め
る
場
合
は
、
法
律
の
委

任
事
項
が
一
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
他

方
、
周
辺
的
な
事
項
の
み
を
定
め
る
場
合
は
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
に
な
じ
ま
ず
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題

名
を
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。
特
に
、
暫
定
的
な
事
項
の
み
を
定
め
る
場
合
は
、
他
に
委
任
事
項
が
あ
り
別

途
「
施
行
令
」
が
定
め
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
し
、
単
独
の
政
令
と
す
る

あ
っ
た
。

こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。

一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
題
名
を
「
施
行
令
」
と
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
つ
い
て

（
担
当
早
川
参
事
官
）



西
〉
例
え
ば
、
各
種
手
数
料
令
の
よ
う
に
、
独
自
の
体
系
を
有
す
る
も
の
や
、
定
期
的
に
改
正
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

あ
え
て
「
施
行
令
」
と
は
せ
ず
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
す
る
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

〈
三
例
え
ば
、
多
段
階
施
行
の
法
律
の
委
任
を
受
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
第
一
段
階
で
は
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
っ
て

も
、
将
来
の
第
二
段
階
以
降
に
委
任
事
項
の
追
加
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
一
段
階
か
ら
「
施
行
令
」
と
の
題

名
を
付
す
る
方
が
、
題
名
の
改
正
に
よ
る
分
か
り
に
く
さ
を
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
将
来
的
に
実
施
命

令
を
定
め
る
予
定
が
あ
る
場
合
も
、
同
様
で
は
な
い
か
。

三
一
当
該
委
任
事
項
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ま
り
に
も
題
名
が
長
く
な
る
場
合
や
、
題
名
に
引
用
さ
れ
た
法
律
の
規

定
を
見
な
け
れ
ば
内
容
を
理
解
で
き
な
い
よ
う
場
合
は
、
簡
潔
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
方
が
、
分
か
り
に

く
さ
を
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。


